[bookmark: _Hlk163026286]令和８年度埼玉県勤務環境改善支援センター医業経営支援事業業務委託仕様書
（企画提案競技用）（案）


本仕様書は、埼玉県（以下「甲」という。）が発注する医業経営等の面から勤務環境改善を図る医療機関へのアドバイザー派遣事業における委託業務（以下「委託業務」という。）を受託する者（以下「乙」という。）の業務について、必要な事項を定めるものである。

１ 目的
県民が将来にわたり質の高い医療サービスを受けるためには、長時間労働等の厳しい勤務環境にある医療従事者が、健康で安心して働くことのできる勤務環境を整備し、維持することが喫緊の課題となっている。
本県では、医療法第30条の21に基づき、医療従事者の勤務環境の改善を促進するための拠点として「埼玉県医療勤務環境改善支援センター（以下、「勤改センター」という。）」を設置し、医療機関に対する支援等を実施している。
勤改センターは、医療機関の勤務環境改善のため、医師労働時間短縮計画の作成支援や長時間労働医師への健康確保措置、宿日直許可等といった制度への対応に関する支援を行っているが、今後は、医療機関が自主的に、労働時間の短縮を含めた具体的な取組を進めていくことが必要であり、医師労働時間短縮計画の実行やタスクシフト・シェア等の実現、業務効率化等による生産性向上といった勤務環境改善を実行し、推進することが求められる。
これらの医療機関における勤務環境改善が推進されるよう、勤改センターは、これまでの医療労務管理に関する支援に加え、診療報酬や医療制度・医事法制、組織マネジメント・経営管理等の医業経営に関する支援と、ICT機器等の導入による業務効率化によって職場の生産性向上を図る医療機関への支援も強化しなければならない。
当事業は、勤改センターの持つ機能のうち、医業経営及び業務効率化等の生産性向上に関する医療機関への支援を行い、医療機関における勤務環境改善をさらに推進することを目的として実施する。

２　委託期間
令和８年４月１日から令和９年３月３１日までとする。
３　事業の内容
乙は、勤改センターが実施する医療機関に対する支援のうち、医業経営支援を担う。
乙は、医療機関の勤務環境改善に資するため、下記（１）のとおり医業経営アドバイザーの選任等を行い、下記（２）のとおり医療機関に対する支援等の業務を実施する。また、同支援等に付随して下記（３）の業務を実施する。
なお、本委託業務は勤改センターが実施する事業と一体となって実施するものであり、委託業務の実施に当たっては委託者の指示のほか、勤改センターの構成者の意向も踏まえて実施するものとする。また、埼玉労働局の実施する労務管理支援事業の受託者を含む関係団体との連携を図ること。

（１）医業経営アドバイザーの選任等
（ア）医業経営アドバイザーの選任
本事業においては、医療機関に対し主に医業経営面の助言等を実施する専門家を「医業経営アドバイザー（以下「医業経営ＡＤ」という。）」と呼称する。医業経営ＡＤは、本事業の契約締結後遅滞なく選任するか、受託者以外の者に委嘱して選任すること。また、医業経営ＡＤの選任数は２名以上とし、本事業の遂行に支障がないよう過不足なく選任すること。
（イ）統括医業経営アドバイザーの選任
乙は、（ア）に基づき選任した医業経営ＡＤのうち１名を「統括医業経営アドバイザー（以下「統括医業経営ＡＤ」という。）」として選任し、連絡調整会議及び運営協議会への出席（下記（３）（ア）及び（イ）参照）、他の医業経営ＡＤに対する支援方法に係る助言等、医業経営ＡＤの統括を担わせること。
医業経営ＡＤ及び統括医業経営ＡＤを選任した場合は、仕様書様式１により甲に報告すること。
（ウ）医業経営ＡＤ等の変更
医業経営ＡＤ等のやむを得ない事情によって退任する必要が生じた場合、及び追加で医業経営ＡＤ等を選任する必要が生じた場合は、乙は甲に協議の上、医業経営ＡＤ等の変更を行い、仕様書様式１により甲に報告すること。
（エ）医業経営ＡＤ等の解任
医業経営ＡＤ等に以下(a)～(d)に該当する事実等が認められた場合は、速やかに甲へ報告し、解任の要否について協議すること。解任する場合は、仕様書様式１により甲に報告すること。医業経営ＡＤ等を解任する場合は当該医業経営ＡＤ等に対し、解任理由を適切に説明すること。
(a)  選任時に医業経営ＡＤ等から報告を受けた経歴・資格等の喪失や、報告に虚偽の事実が認められた場合
(b)  本事業の趣旨に鑑み、医業経営ＡＤ等として不適正な行為及び事業運営に支障の生じる事情等（その恐れを含む）が認められた場合
(c)  埼玉県及び勤改センターの信用を失墜する行為等が認められる場合
(d)  助成金の不正受給により公表処分を受けた者
（オ）医業経営ＡＤ等の選任後の手続等
医業経営ＡＤ等は、本事業に係る活動を行う際は、必ず本事業用の名刺を用い、生業に係る活動（顧客勧誘、医業経営ＡＤ以外の特定の専門家を紹介する等の営業活動）は行わないこと。
なお、本事業に係る活動中に、医療機関側から医業経営ＡＤ等に対し新たな顧問契約等の相談があった場合、医業経営ＡＤ等は受託者へ報告すること（本事業に係る活動とは別に、同医療機関と顧問契約等を行うものである限り、当事者間の契約の自由であるため妨げるものではない）。
また、医業経営ＡＤ等に選任された者が本事業に係る活動以外の場において、医業経営ＡＤ等の肩書を用いること自体は差し支えないが、本事業に係る活動と誤認されないように留意すること。

（２）医療機関に対する支援
乙は、（ア）～（カ）に示す医療機関に対する支援等の業務を実施する。（ア）～（ウ）は医療機関からの要望等に応じて対応するものとし、（エ）～（カ）は契約期間中に甲の指定する回数を実施するものとする。
企画提案競技への参加に当たっては、（ア）～（カ）の業務の実施回数は別紙１の数量を用いて金額を算定し、項目別に見積額を示すこと。
（ア）医療機関からの相談等への対応
乙は、医療機関から勤改センターへの相談等のうち主に医業経営に関する相談について対応すること。
医業経営ＡＤ等は、対応を行った場合には当該内容について仕様書様式２により対応記録を作成し、甲に提出すること。記録票は、対応の種類に応じて、以下の(a)～(d)の分類に分けること。
(a) 電話相談（60分未満）
(b) 電話相談（60分以上）
(c) アドバイザー派遣（オンライン）
(d) アドバイザー派遣（訪問）
（イ）研修会等の講師の派遣
乙は、勤改センターに対し、医療機関が実施する研修会等において医業経営等に関する講師の派遣の要望があった際には甲に協議のうえ対応すること。
上記（ア）と同様、対応の種類に応じて、以下(e)～(f)の分類に分け、仕様書様式２により対応記録を作成し、甲に提出すること。
(e) 研修会講師の派遣（オンライン）
(f) 研修会講師の派遣（訪問）
（ウ）職員満足度調査の実施
乙は、勤改センターに対し、職員満足度調査の実施について要望があった際には甲に協議のうえ調査を実施すること。なお、調査実施前の支援先医療機関との打ち合わせ等を含む支援の結果は仕様書様式３により対応記録を作成し、甲に提出すること。
（エ）勤務環境改善に関する実態調査
乙は、契約期間内に、以下に規定するとおり、勤務環境改善に関する調査実施し、結果を甲に報告すること。
(a)  内容
調査は、勤改センターによる支援の方向性を検討するために、医療機関の勤務環境改善及び生産性向上の取組状況や、医療機関が抱える課題、勤改センターの支援に対する要望、ICT等の導入による生産性向上効果のあった好事例等を明らかにし、現在の医療機関の状況を把握できる内容とする。
(b) 実施方法
調査は、県内医療機関を対象とした定量調査と、医療機関の実情を踏まえて抽出した施設を対象とした定性調査を組み合わせて実施することが望ましい。実施方法や調査内容、調査対象者の詳細は、契約締結後に甲と協議のうえ決定すること。
(c) 実施時期及び回数
契約期間内に１回実施するものとする。
実施時期は令和８年４月から９月までの期間内とするが、甲と協議のうえ、

実施時期を委託契約期間内とすることは差し支えない。
（オ）医療機関向け医業経営セミナー等の実施
乙は、契約期間内に、以下に規定するとおり、県内医療機関を対象とする医業経営セミナー等を実施すること。
(a)  内容
　　 医療機関向け医業経営セミナー（以下、「セミナー」という。）は、主に医療機関の経営に関与する者及び勤務環境改善を担当する実務者を対象とし、具体的には、勤務環境改善に関するモデル事例等や関連する情報等の紹介や、参加者間の情報交換等の交流等を行うものとする。セミナーの内容は、県内医療機関の実情を踏まえ、甲と協議したうえで設定すること。
(b) 実施方法
実地（対面）又はオンラインによるものとし、参加者に合わせた方法で開催するものとする。参加費（受講料）は無料とする。
なお、勤改センターの労務管理アドバイザーが実施するセミナー等と合同で開催することも可とするが、参加者が、セミナーが対象とする者に合致し適切であると認められる場合に限る。
(c) 実施時期及び回数
主に医療機関の経営に関与する者を対象としたセミナーを１回、勤務環境改善を担当する実務者を対象としたセミナーを１回実施するものとする。ただし、両セミナーを合わせて同日開催することも可とする。
開催時期は令和８年４月から１２月までの期間内とするが、甲と協議のうえ、実施時期を委託契約期間内とすることは差し支えない。
（カ）勤務環境改善に関する訪問支援
乙は、契約期間内に、以下に規定するとおり、支援を希望する医療機関に医業経営ＡＤ等を派遣する等し、支援を実施すること。
(a) 内容
医療機関が勤務環境改善の取組を行う際に抱える課題は様々であることから、個別の課題についてヒアリングし、必要に応じて職員満足度調査等の調査を実施し、課題に対する技術的助言を行う。
(b) 実施方法
乙は、課題に対する支援に適した医業経営ＡＤ等を担当者として定め、訪問等の支援を実施させること。
医療機関の認識する課題や勤務環境改善の取組状況、医師等の労働時間に関する課題等について確認するとともに、勤改センターの支援によってどのような課題解決が可能かを共有し、支援の目標（到達点）を設定すること。
対応を行った場合には当該内容について仕様書様式４により対応記録を作成し、作成後速やかに甲に提出すること。
支援先医療機関への提案や助言の内容は「改善提案書（様式任意）」に記録し、支援先医療機関へ交付すること。
訪問支援は、1月に1回程度の実施が望ましいが、支援先医療機関の状況等により適宜調整すること。
支援の完了後に、一連の支援の内容を取りまとめ甲に報告する。当該支援の内容は、甲の広報媒体により公開する可能性があるため支援先医療機関へ説明すること。
なお、当該改善提案書の内容が行政機関による行政指導と誤解されることがないよう、支援先医療機関に丁寧に説明すること。また、支援の際は、必要に応じて労務管理ＡＤとの協力をすること。
(c) 実施回数
契約期間内に２件以上とする。ただし、うち１件はICT等の導入による業務効率化及び生産性向上に関するものとすること。

（３）付随業務
乙は、医療機関への支援等に付随して、以下の（ア）～（イ）の業務を行うこと。
（ア）連絡調整会議への参画
勤改センターが主催する医療機関への支援等の検討を目的とした連絡調整会議（月１回程度）に出席し、以下の(a)～(c)の事項について共有等を行うこと。
なお、本会議で議題とする事項については、会議の開始前までに紙面等に取りまとめ甲に共有すること。
(a) 本仕様書「２ 医療機関に対する支援」に定める支援の実施状況
(b) 今後の支援の見通し、計画等
(c) その他、医療機関の支援に当たり共有すべき情報等
（イ）運営協議会への参画
勤改センターが開催する運営協議会（年１回程度）に参画すること。

４　留意事項
（１）乙は、業務の遂行に当たり、支障が生じる場合等には、甲と速やかに協議を行い、改善策を検討すること。
（２）乙は、業務の遂行に当たり、自己の責めに帰する事由により甲に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
（３）乙は、業務の遂行に当たり、乙の行為が原因で第三者に損害を与えた場合は、その賠償の責めを負うものとする。
（４）甲が乙を受託者として決定した後、委託契約を締結するに当たり、委託契約書、仕様書及びその他の事項に疑義が生じた場合は、遅滞なく甲、乙で協議を行うものとする。
（５）本契約に基づいて作成された実績報告書等の成果物の著作権は甲に帰属するものとし、乙による第三者への貸与又は公表をしてはならない。なお、本業務の実施に当たっては第三者の権利を侵害しないよう十分留意すること。
（６）この仕様書に定めのない事項及びこの仕様に関して疑義が生じた場合については、甲、乙で協議し、決定するものとする。


仕様書様式１

医業経営アドバイザー及び統括医業経営アドバイザー選任（変更/解任）届

令和　年　月　日

埼玉県知事

所在地
商号又は名称
代表者職氏名

下記のとおり医業経営アドバイザー等を選任（変更/解任）したので報告します。

記

１．統括医業経営アドバイザー
	選任
変更
解任
	役職名
	

	
	氏名（ふりがな）
	

	
	氏名
	

	
	緊急時連絡先
	



２．医業経営アドバイザー
	選任
変更
解任
	役職名
	

	
	氏名（ふりがな）
	

	
	氏名
	

	
	緊急時連絡先
	

	選任
変更
解任
	役職名
	

	
	氏名（ふりがな）
	

	
	氏名
	

	
	緊急時連絡先
	



（適宜行を追加すること。）

仕様書様式２

医療機関に対する支援に関する対応記録

令和　年　月　日

対応記録
	対応日時
	　年　月　日　　　時　～　　時

	対応者（医業経営ＡＤ）
	

	支援先施設名
	

	支援の種類



※該当するものに○を記す
	(a) 電話相談（60分未満）
(b) 電話相談（60分以上）
(c) アドバイザー派遣（オンライン）
(d) アドバイザー派遣（訪問）
(e) 研修会講師の派遣（オンライン）
(f) 研修会講師の派遣（訪問）

	対応結果
	


　
仕様書様式３

職員満足度調査に関する対応記録

令和　年　月　日

対応記録
	対応日時
	　年　月　日　　　時　～　　時

	対応者（医業経営ＡＤ）
	

	支援先施設名
	

	対応の種類

※該当するものに○を記す
	(1) 事前打ち合わせ
(2) 調査の実施
(3) 結果報告・改善提案等

	調査の概要


※相手方と合意したものについて記載する

	・調査実施日
　　　年　月　日　～　年　月　日
・調査対象者（職種・人数など）
　　　
・支援先の要望・課題感


	対応結果
	



仕様書様式４

勤務環境改善に関する訪問支援に関する対応記録

令和　年　月　日

対応記録
	対応日時
	　年　月　日　　　時　～　　時

	対応者（医業経営ＡＤ）
	

	支援先施設名
	

	対応の種類

※該当するものに○を記す
	(1) 事前打ち合わせ
(2) 調査の実施
(3) 結果報告・改善提案等

	対応結果
	



別紙１

医療機関に対する支援（ア）～（カ）に係る数量
	業務内容
	数量

	電話相談（60分未満） 
	１０回

	電話相談（60分以上）
	　５回

	アドバイザー派遣（オンライン）
	　３回

	アドバイザー派遣（訪問）
	　３回

	研修会講師の派遣（オンライン）
	　１回

	研修会講師の派遣（訪問）
	　１回

	職員満足度調査
	　５回

	勤務環境改善に関する実態調査
	　１回

	医療機関向け医業経営セミナーの実施（経営者層向け）
	　１回

	医療機関向け医業経営セミナーの実施（担当者向け）
	　１回

	勤務環境改善に関する訪問支援
	　２回



